
The information of the living暮らしに役立つ情報がいっぱいのコーナーです。
行事の詳しい内容は主催者にお問い合わせください。

市外局番の記載がないものは「0479」です。

●消費者相談
　12月13日（金）

午前10時～午後3時
コミュニティプラザ1階 会議室

（控室は第1研修室）
次回は令和2年1月10日（金）開催予定
申込期間12月25日（水）まで
問産業経済課経済振興係
☎76-5404

●若者の就労相談
　12月13日（金）

午前10時～午後5時
役場1階 第2会議室
■対象 15歳以上40歳未満の自立（就
労）に悩みを抱えている若者または
その保護者
問ちば北総地域若者サポートステーション
☎0476-24-7880

●特設住民相談
　12月6日（金）

午前9時30分～午後2時
役場3階 第7会議室
問住民課住民係
☎76-5401

●家庭教育相談
　（火・水・木曜日）

午後1時30分～3時30分
コミュニティプラザ2階 相談室
問生涯学習課社会教育係
☎76-7811

●心配ごと相談
　（毎週水曜日）

午後1時30分～3時30分
社会福祉協議会
問社会福祉協議会
☎76-5940

●健康相談
　（月〜金曜日）

午前9時30分～11時
保健福祉センター内 健康相談室
問保健福祉課健康づくり係
☎76-3185

●司法書士相談
　12月14日（土）

午後1時～5時
旭市民会館
■内容登記・法律・債務整理など
■予約 12月12日（木）まで
問司法書士桜井事務所
☎22-0186

●行政書士相談
　12月15日（日）

午後1時30分～4時
匝瑳市民ふれあいセンター
■内容相続・遺言・協議書など
問加藤行政書士事務所
☎73-4751

〜消費喚起プレミアム商品券〜
　対象となる可能性がある方には既
に申請書を送付しています。
　申請希望の方は、お早めに申請を
お願いします。商品券の使用期限は、
令和2年 3月 31日まで。
問合せ●産業経済課経済振興係
　☎ 76-5404

令和2年4月採用
東総衛生組合職員募集 

試験日●令和2年1月19日（日）
　午前9時30分
試験会場●東総衛生組合
募集人員●1名
職種●事務職（一般行政職初級）
受�験資格●平成3年4月2日から平成

14年4月1日までに生まれた方で、
学歴を問わない

申�込受付期間●12月2日（月）～18日
（水）土・日を除く

　午前8時30分～午後5時15分
※ 郵送の場合は、12月18日（水）ま

で消印有効
申�込方法●申込書、受験票を持参、

または郵送してください
申�込み・問合せ●東総衛生組合事務

局 庶務班☎ 62-0794
 （〒289-2504 旭市ニの5933番地）

令和2年度入校生募集
県立旭高等技術専門校 

科目●① NC 機械加工科（1年間）
　　　②自動車整備科　（2年間）
募集締切●12月4日（水）
選考日●12月12日（木）
合格発表●12月19日（木）
※ 募集する科目および人数等、詳細

についてはお問い合わせください。
問合せ●県立旭高等技術専門校
　☎ 62-2508

ご存知ですか
葬祭費の支給 

　国民健康保険または後期高齢者医
療制度に加入している方が亡くなっ
た場合、申請により葬祭費5万円が
支給されます。
申�請に必要なもの●会葬礼状など葬

祭を行った方の確認ができるも
の、通帳、印鑑
申請期限●葬儀等を行った
　日から2年以内
問合せ●住民課国保年金係
　☎ 76-5405

無料相談いろいろ

相談日が祝日の場合はお問い合わせください。

募集 お知らせ

パスポートの申請・受け取りは住民課窓口で
　住民課の窓口でパスポートの申請・受け取りができます。海外への身近
な窓口として、町民の皆さんにその利便性を実感していただけるものと考
えていますので、ぜひご利用ください。
受付日時●
　（申請）月～金曜日　午前 9 時～午後 4 時 30 分
　（受け取り）月～金曜日・毎月最終日曜日　午前 9 時～午後 4 時 30 分
※土・日・祝日、振替休日、年末年始は受け付けできません。
※毎月最終日曜日の休日開庁日は、パスポートの交付のみ行います。
交付までの日数●
　申請日から土・日・祝日、振替休日、年末年始を除く 9 日目以降
　例）12 月 2 日（月）申請→ 12 月 12 日（木）以降の受け取り
取扱業務●
◦パスポートの新規・切替申請と交付
◦記載事項変更旅券申請と交付
◦査証（ビザ）欄の増補申請と交付
◦有効中パスポートの紛失・盗難・焼失の届出
問合せ●住民課住民係☎ 76-5401

　先着30名様にミニミニプレゼ
ント！皆さんのお越しをお待ち
しています。
とき●12月8日（日）午後1時から
ところ●たこらぼ（魅力発信交流館）
申込み・問合せ●錦照会
　錦
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 ;090-9309-5404

■水道管の凍結を防ぐためには
　水道管や蛇口の部分に発泡ス
チロール製の保温材や布類で覆
うなどの処置を行い、凍結防止に
ご協力をお願いします。
■水道管が凍結し破裂したときは
　水道メーターボックス内にあ
るバルブを閉め、一時的に水道を
止めて町指定の水道業者で修繕
をお願いします。
※ 修繕についてはお客様のご負

担となります。
　 これからの季節、ご自宅や各事

業所での日頃の点検にご協力
をお願いします。

問合せ●生活環境課水道係
　☎ 76-5406

　肩や腰のゆがみスッキリ
とき●12月12日（木）
　午後1時30分～2時30分
ところ●役場附属棟 和室
申込み・問合せ●田野中
　;090-9309-5404

日本舞踊でミニミニ発表会

寒い冬には、水道管の凍結にご注意を

手具健康体操トライビクス体験会

　これは人権問題ではないだろうかと感じたり、困り事や心配事、子ども
のいじめ問題等で悩み事などがありましたら、遠慮なくご相談ください。
相談は無料で、秘密は固く守られます。

わたしたちが町の相談員です
　町では毎月 1 回、生活や人権に関する苦情・相談をお受けする「住民相談」
を行っています。お気軽にご相談ください。
■行政相談委員　菅澤 梨枝（高津原）、萩原 勉（五反田）
■人権擁護委員　前橋 辰雄（高根）、飯田 佳子（南並木）、成清 稔（高津原）
　　　　　　　　依知川 典子（高田）、平山 富子（方田）　【敬称略】
問合せ●住民課住民係☎ 76-5401

12月10日～19日 冬の交通安全運動が実施されます！

　年末は、日没の早まり等により、運転者から歩行者や自転車が発見しに
くいことから、交通事故が多発します。運転者は早めのライトを心がけま
しょう。歩行者は、暗いときの外出時には、明るい服装をし、反射材を身
に付けましょう。
　年末は、飲酒の機会が増える時期です。飲酒運転を「しない・させない・
許さない」ことを徹底しましょう。
　また、子どもや高齢者が巻き込まれる交通事故も多くなっています。交通
ルールを守るとともに、交通マナーを実践して、交通事故を防止しましょう。

〜夕暮れの　早めのライトで　防ぐ事故〜

飼料用米の取り組みを広げるために、皆さんの協力が必要です！
　食生活の変化や高齢化等により、米の需要量は全国で毎年約8万トンも
減少しています。生産量が需要量を上回り在庫量が増えると、米価の下落
を招きます。米価安定のためには、これまで飼料用米に取り組んでいなかっ
た方の協力が必要です。
■飼料用米をおすすめする理由
　◦既存の機械や施設をそのまま使えます
　◦ 国や県の支援策が受けられ、主食用米と同程度の安定した収入が確保

できます
問合せ●産業経済課農業振興係☎ 76-5404

1等 現金100,000円 3本

2等 50,000円 10本

3等 10,000円 50本

4等 5,000円 340本

問合せ●多古町商工会☎ 76-2206

第21回 歳末連合大売り出し
賞金総額

最大300万円‼
　12月1日（日）から31日（火）までの間、地元加盟店をご利用いただくと、
1,000円ごとに抽選券を1枚差し上げます。年末のお買い物は、ぜひ地元
商店で！
当選発表●令和2年1月10日（金）商工会ホームページにて（後日、折込チラシ）
景品交換●令和2年1月15日（水）～31日（金）

違反対象物公表制度
違反対象物公表制度とは●
　建物を安心して利用いただくために、消防法令違反のある建物を香取
広域市町村圏事務組合のホームページに公表する制度です。
対�象●設置義務のある屋内消火栓、スプリンクラー、自動火災報知設備

が設置されていない飲食店や物品販売店舗、旅館などの不特定多数の
方が利用する建物、病院や社会福祉施設などで避難することが困難な
方が利用する建物
公表する内容●建物の名称、所在地、違反内容
※ 既存の建物でも用途変更や増築などを行うと、事業者自身が知らない

うちに違法状態になり公表の該当になることがあります。事前に消防
署に相談してください。

　詳しくは、香取広域市町村圏事務組合のホームページをご覧ください。
問合せ●消防本部予防課☎0478-52-1192

■労災職業病なんでも相談会■　弁護士・労働安全衛生管理者・ソーシャルワーカーなどが相談に応じ、問題解決に当たります。
とき●12月14日（土）午後1時～4時　ところ●船橋市勤労市民センター　問合せ●千葉中央法律事務所☎ 043-225-4567

12月4日～10日は『人権週間』です

みんなの人権１１０番　　　☎0570-003-110
女性の人権ホットライン　　☎0570-070-810
子どもの人権１１０番　　　☎0120-007-110
千葉地方法務局匝瑳支局　　☎72-0334（匝瑳市八日市場ハ678-3）
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